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総論



宮崎市役所は、変わらなければならない。
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私たち宮崎市役所に注がれる市民からの視線は、ここ数年で、大変厳しいものとなっています。
また、宮崎市役所で働く職員にも、十分な余裕がない状況が判明しています。
職員一人ひとりが、謙虚に現状認識を行い、これまでの市役所のあり様に慢心することなく、
変わらなければならないという意識を持って、市役所改革に取り組んでいくことが必要です。

はじめに



市役所改革推進ビジョン

宮崎市役所では、組織の向かうゴールやそこに向かう姿勢を明確にすることで、

統一した組織運営と職員のモチベーションの向上、ひいては組織の目的を達成す

ることを目的として、2022年5月に「市役所改革推進ビジョン」を策定しました。

ビジョンに掲げる経営理念の達成のためには、職員の意識改革や、仕事・働き方

改革を進めることが必要不可欠です。

宮崎市は、令和６年に節目となる市制100周年を迎えます。　　　　　　　　　　

限りある人財を有効に活用し、質の高い市民サービスを持続的に提供していくた

め、本プランに基づき各種改革を着実に実行してまいります。
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市役所改革推進ビジョン
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本プランの位置づけ
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■本プランは、2022年5月に策定した　

「市役所改革推進ビジョン」を実現する

ための実行計画となるものです。

■本市の行財政改革における位置づけに

ついては、「市役所改革」「健全財政」

「市民サービス」の３つの柱のうちの

「市役所改革」の分野を担います。

市役所改革
推進プラン

ＤＸ推進方針

中期財政計画
事業評価
歳入確保
公共施設

市役所　
改革

市民
サービス

健全　　
財政



環境分析①　市民・職員アンケート
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■市民意識調査からは、約半数の市民が、行政サービスを提供する職員に満足していないことが、
また、職員アンケートからは、約６割の職員が働き方改革の実感が持てない、という状況が明らか
になっています。

【設問】行政サービスを提供する
職員に対する満足度

約半数

満足してい
ない



環境分析②　ＤＸ推進
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令和2年12月に発表された「自治体DX推進計画」に
ついて、デジタル庁など関係府省庁との調整を経て、
「骨太の方針2022」に「自治体DX推進計画の改定
により、国の取組と歩調を合わせた地方自治体におけ
るデジタル化の取組を推進する」旨が記載されました。
これを受け、令和4年9月に自治体DX推進計画が改
定され、国が掲げる理念・支援策やデジタル人材の確
保・育成など、国による自治体への支援がより明確に
盛り込まれました。



環境分析③　新庁舎建設
新庁舎建設に向けた検討作業を進めており、2030年
度以降に、現地に建設予定です。

＜スケジュール＞
　2022年度　　　　　　基本構想策定
　2023年度　　　　　　基本計画策定
　2024∼2025年度　基本設計・実施設計
　2026年度　　　　　　工事着工
　2030～2033年度　竣工予定
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　（新庁舎建設基本構想に係る職員アンケート (2022.3月))
　　職員の働く環境に関する課題別満足度（左表）
　　〇職員の求める重要度（青のライン）に比べて 現状で職員
　　  　の満足度（赤のライン）の乖離が特に大きい項目
　　　
　　　　ＩＣＴ（執務環境の情報化）・会議（会議室の利便性）
　　　　運用（繁忙期等の執務環境の柔軟性）

　　⇒職員の生産性の向上のため解決すべき課題

※執務空間（集中のしやすさ、コミュニケーションのとりやすさ、書類の整理状況、会議のしやすさ）、
　ICT：執務環境の情報化、運用：繁忙期・災害時の執務室の柔軟性、意識：執務室での相談のしやすさ

現在の本庁舎



環境分析④　将来推計人口
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第32次地方制度調査会答申（抜粋）　人口構造の変化と課題
○2040年頃には毎年約90万人が減少する。生産年齢人口（15～64歳）の減少幅は増大し、サービスの提供や
地域の経済活動の制約要因となる。
○高齢者人口（65歳以上）はピークを迎える。既に多くの市町村が人口減少と高齢化に直面しているが、今後は、
大都市圏を含め、全国的に進行する。

宮崎市の状況
○宮崎市においても同様に、人口減少と高齢
化、生産年齢人口の減少幅の増大が予想さ
れている。　

2020年 2040年
総人口 396,677人 354,901人

生産年齢
人口

228,952人
(57.7%)

187,842人
(52.9％)

老年人口 113,493人
(28.6%)

127,888人
(36.0%)



環境分析⑤　感染症・災害等の発生
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※今後30年以内に、南海トラフ巨大地震が発
生する確率は80％とされています。

■新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種感染症の発生や、南海トラフ巨大地震をはじめ
とする災害の発生など、今後も、市民サービスの提供に大きな影響を及ぼすような事象の発生を
想定する必要があります。

出典：気象庁ホームページ

※新型コロナウイルス感染症は、発生から2年を経過した
今も、感染拡大が続いています。(2022年9月現在）

出典：NHKホームページ



課題整理
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内的要因 外的要因 目標

短期
市民の声
職員アンケート

自治体ＤＸの
推進

短期目標（～2024）
 ①市役所改革推進ビジョンの浸透
 ②職員の総労働時間の適正化

中長期 新庁舎建設 人口減・職員減
（2040年問題）

中長期目標（～2030）
 業務の抜本的見直しによる 
 組織のレジリエンスの向上

市役所改革の主役は、いうまでもなく職員です。職員一人ひとりが、市民の幸せのために全力を尽くせるように
するために、短期的な目標として、ビジョンの浸透と職員の総労働時間の適正化に取り組みます。
中長期的には、新庁舎建設により、デジタル環境の導入や執務スペースの確保など、これまで困難だった職場
環境の改善の実現が見込まれるものの、現在の働き方を前提としたままでは、人口減や生産年齢人口減に伴
う職員減、さらには感染症や災害といった外的リスク要因の発生に対応できず、市民サービスの持続的な提供
が困難となる恐れがあります。
このような状況に対応するために、業務の抜本的見直しによる組織のレジリエンスの向上が必要です。
※　レジリエンス（resilience)：回復力、強靭性、弾力。困難な状況に対応して、しなやかに適応する力。

変化の予測が
困難



2022~24 2025~29 2030~
改革ロードマップ（全体）
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市役所
改革
ＤＸ

市役所改革推進プラン

ＤＸ推進方針

新庁舎
建設

基本構想
・計画

基本
設計

　実施設計・
　工事着工

2022年から2024年までの期間を、市役所改革推進プランの計画期間とし、ビジョンの浸透・職員
の総労働時間の適正化を目標に、意識改革や業務の抜本的見直しなどに着手します。
その後も、業務の抜本的見直しなどの市役所改革を継続し、新庁舎建設をはじめ、さまざまな要因
に対応できるよう、組織のレジリエンスの向上を図ります。

改革継続

2040~

市制
100周年

感染症 災害
人口減少

　　　　　　　　　　　　　　　　　組織のレジリエンスの向上による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民サービスの持続的提供

新
庁
舎
建
設



2022 2023 2024
短期の改革工程
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市役所
改革

ＤＸ ＤＸ推進方針

新庁舎 基本構想・候補地選定 基本計画 基本設計

計画期間中は、改革の基礎となる「職員の意識改革」「ＤＸ推進」に優先的に取り組みます。
また、業務の抜本的見直しの基礎となる現状把握（庁内業務量調査）にも早急に取り組みます。

職員の意識改革

ＤＸ推進

現状把握 業務の抜本的見直し

職場環境改革



４つの改革項目と１つの推進項目
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市役所改革推進ビジョンの経営方針では、「職員の意識改革」と「職員の仕事･働き方改革」の　
２つの柱を設けています。
職員アンケートの結果からは、仕事・働き方改革に関して、「デジタルによる業務効率化」「デジタル
以外の業務効率化」「物理的な職場環境改善」の３つの項目が、最優先に取り組むべき項目と
なっています。

以上の点を踏まえ、本プランでは、次の4つを改革項目として位置づけます。
　　　①職員の意識改革　　　②DX（デジタルトランスフォーメーション）推進　
　　　③業務の抜本的見直し（BPR)　　④職場環境改革

また、市役所改革を進めるためには、職員満足度を高める取組みを並行して行うなど、改革に取り
組む職員を支えることが重要です。そのため、これまでの　◇ワークライフバランスの推進　
にも継続して取り組みます。



市役所改革推進ビジョン 

 経営理念

 経営方針
（達成手段） 自己研鑽

職員の意識改革

透明性 当事者意識

職員の仕事・働き方改革

多様性 生産性 成果主義

 市役所改革推進プラン

職員の
意識改革

　職員一人ひとりが行政のプロとして誇りと情熱を持ち、
　市民の幸せのために全力を尽くします。"Pride&Passion,for the Future!"
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体系図

ＤＸ推進
業務の

抜本的見直し 職場環境改革

ワークライフバランスの推進



１．職員の意識改革
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項目 概要 備考

１ コンプライアンスの推進
市民の期待や社会の要請に応えられるよう
風通しがよく誰もが安心して働ける職場環境
を作るため、コンプライアンスを推進し、職員の
意識改革を行います。

宮崎市コンプライアンス
推進指針

２ 職員の資質向上
行政課題に的確に対応し、市民ニーズに即
したサービスを提供するため、職員の資質向
上に取り組みます。

宮崎市人材育成基本
方針

３ 新行動規範の策定
本市の経営理念を実現するため、日頃の業
務を行うにあたっての基本となる、職員の行動
規範を新たに策定します。

4 職員が自主的に学ぶた
めの環境整備

プロの公務員としての資質や専門性の向上に
努めるため、自己研鑽の機会を提供します。

経営理念「職員一人ひとりが行政のプロとして誇りと情熱を持ち、市民の幸せのために全力を
つくします。」の実現に向け、職員の意識改革や資質向上に取り組みます。



２．ＤＸ推進

新庁舎の規模を左右する重要な項目であるペーパーレス・テレワーク、及びその基盤となるネット
ワーク環境の整備と電子決裁の導入に、最優先に取り組む必要があります。
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項目 概要 備考

１ ネットワーク環境の整備
現在のネットワーク環境（自席でのインター
ネット環境接続不可など）について、システ
ムのクラウド化を前提とした環境の構築を図
ります。

DX推進方針
２ ペーパーレスの推進 文書のペーパーレス化について、電子文書

データの保管のあり方を含めて検討します。

３ テレワークの推進
働き方改革の切り札とも言われるテレワーク
について、新庁舎建設への影響も考慮の上、
実施方針を定めて推進します。

4 電子決裁の導入
行政文書の電子的管理やペーパーレス化
の進展を踏まえ、電子決裁機能を備えた文
書管理システムを導入します。



３－１．業務の抜本的見直し

現状のどこに問題があるのかを可視化しなければ、効果的な改革は進められません。全庁の
業務量調査を行い、課題を抽出した上で、ルール面・運用面の見直しを行います。
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項目 概要 備考

１ 全庁業務量調査
業務の抜本的見直し(BPR)の基礎となる
業務の可視化を行うことで、現在の業務プ
ロセスの課題を把握・抽出し、具体的な改
善策の検討につなげます。

DX推進方針

２ ルールの見直し
デジタルの進展など社会情勢の変化を踏ま
え、ルールの俯瞰的な見直しは不可欠です。
先駆的に導入した内部統制制度と併せ、
より効果的な仕組みを検討します。

３ 運用の見直し
会議開催や庁内照会など、全庁的に影響
がある業務の運用の見直しを行います。併
せて、各部局で進める改革事項についても、
並行して推進します。



３－２．業務の抜本的見直し（ルール）

デジタルの進展など社会情勢の変化を踏まえ、ルールの俯瞰的な見直しは不可欠です。
先駆的に導入した内部統制制度と併せ、より効果的な仕組みを検討します。
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項目 概要 備考

１ 内部統制の推進
事務におけるリスクの把握とその対応策の
整備を行い、不備件数の削減及び業務の
効率化につなげます。

２ 組織のあり方の検討 決裁規程等の見直しを通し、効率的で効
果的な組織のあり方について検討します。

宮崎市定員適正化　
計画

３ 財務会計事務の見直し
全庁的に影響の大きい財務、会計事務に
ついて、事務の適正確保を考慮しつつ業
務効率化を進めます。

4 契約事務の見直し
条件付一般競争入札や電子入札の拡大、
電子契約の導入により、事務負担軽減と
透明性確保を図ります。



３－３．業務の抜本的見直し（運用）

会議開催や庁内照会など、全庁的に影響がある業務の運用の見直しを行います。併せて、
各部局で進める改革事項についても、並行して推進します。
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項目 概要 備考

１ 会議開催・運営ルール
の検討

庁内会議開催のルールについて、リモート会
議の活用方法などを含め改訂を行い、効率
的な会議開催を実現します。

２ 庁内照会のあり方の　
検討

庁内照会について、より効率的な手法を検
討し、業務の効率化を図ります。

３ 各部局による改革事項
の推進

これまで各部局で進めてきた民間委託等や
窓口改善など引き続き取り組むとともに、個
別業務の見直しについても推進します。

DX推進方針



４．職場環境改革

新庁舎建設に向けた検討を着実に進めるとともに、新庁舎にふさわしい執務環境のあり方に
ついて、並行して検討を進めます。
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項目 概要 備考

１ 新庁舎のあり方の検討 2030年の移転（部分移転）を見据え、
新庁舎建設の検討を着実に実施します。 新庁舎建設基本構想

２ フリーアドレスの導入
フリーアドレスの導入により、庁舎スペースの
効果的活用とともに、職員間のコミュニケー
ションの活性化につなげます。

DX推進方針

３ 電話のあり方の検討
固定電話のモバイル化など、時間や場所に
とらわれずに働くことのできる環境を支援する
ための電話のあり方について検討します。

DX推進方針



５．ワークライフバランスの推進

すべての職員が生き生きと活躍できる市役所を目指すためには、業務改革と並行して、
職員のワークライフバランスの推進が重要です。
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項目 概要 備考

１ 職員の多様な働き方の
支援

職員の兼業ルールの整備など、多様な働き方を
支援する制度を導入することで、職員の働きや
すい環境を整備します。

２ 年次有給休暇の取得
促進

職員の健康維持や多様な人材が活躍できる職
場環境を構築するため、年次有給休暇の取得
促進に引き続き取り組みます。

特定事業主行動計画

３ 育児・介護に関する休
暇の取得促進

出産や育児などのライフイベントに直面した職員
が、仕事と子育て等を両立し、かつ、職務に対
して意欲的に取り組める環境づくりに引き続き取
り組みます。

特定事業主行動計画

４ 時間外勤務の縮減
職員の健康保持及び効率的な市政運営を行
うため、業務の平準化等による時間外勤務の
縮減に引き続き取り組みます。

時間外勤務の指針



成果指標
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本プランの成果を図るために、次の3つを成果指標として設定します。
　　　①市民満足度　　②職員の意識変革度　　③職員の総労働時間の適正化

 さらに、それぞれの成果指標を補完するために、補助指標を設定します。

職員の総労働時間の適正化については、令和3年度の職員の平均総実労働時間は1806.9時間と、民間企業等と比較して
格段に多い状況にはありませんが、個別の状況を見ると、時間外勤務が特定の部署・職員に偏っていたり、年次有給休暇の取
得日数が目標値に達していない状況があります。
よって、補助指標として、時間外勤務・年次有給休暇・育児休業の３つの目標値を設定することで、平均年間総実労働時間に
ついては現行水準を維持しつつ、４つの改革による効果を計ることとします。

市民満足度については、市民意識調査（対象者：約3,000人）の「行政サービスを提供する市職員に対する満足度」の項目
で計ることとします。加えて、実際に市役所に来られた方の意見を直接反映するために、「市民の声」来庁者アンケートを新たに実
施し、その結果を補助指標とすることで、職員の更なる意識変革を促します。

職員の意識変革度については、職員アンケートを継続的に実施することで計ることとします。中でも、直接的に職員の意識を計る
項目である「自分の仕事にやりがいを感じているか」を、成果指標として設定します。



検証項目 基準値（R3年度） 目標値（R5年度）

１　行政サービスを提供する市職員に満足して　
　いる市民の割合

51.1％ 63.5％

　補助１：「市民の声」来庁者アンケート － ☆４以上

２　やりがいを感じている職員の割合
　（意識変革度）

82.8％ 90.0％

３　平均年間総実労働時間 1806.9時間 1800時間

　補助１：時間外勤務月80時間以上延べ人数 270人、742月 半減

　補助２：職員の年次有給休暇取得日 13.5日 16日

　補助３：男性職員の育児休業取得率 22％ 30%

成果指標
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推進体制
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■プランの制定や進捗については、庁内の総合的かつ横断的な推進体制である「市役所改革推進
委員会」に報告し、決定します。
■個別の改革工程の進捗については、関係課・事務局が連携して対応します。

市役所改革推進委員会 
コンプライアンス

の推進
行革・働き方
改革の推進

内部統制の推進

事務局 連携 関係課・各部局

報告・
決定



ＤＸ

推進方針
市役所改革

推進プラン

ペーパーレス・電子決裁ネットワークインフラ整備

DXとの連携

DX推進方針との連携
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○本市では、「宮崎市デジタルチャレンジ宣言」を実現するための基本的な考え方や方向性を示した
「宮崎市ＤＸ推進方針」を、令和4年9月に制定しました。
○本プランとDX推進方針の関係については、主に市役所内部に関する項目については本プランで対応
しますが、その中でも、本プランにおける「DX推進」に掲げる項目など、デジタル技術の活用に関係する
部分については、DX推進方針と連携して対応します。

意識改革・
総労働時間の適正化
に資する項目

デジタル技術による
制度や組織、業務のあり
方の変革に資する項目

多様な働き方の推進
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参考：BPRについて

　　　　　　　　　市が行う全ての業務

職員でなければできない業務 職員でなくてもできる業務

職員でなければできない業務
職員でなくても
できる業務

施策立案等の業務

業務可視化

省力化
効率化

創出した時間

BPRとは？
ビジネス･プロセス･リエンジニアリングの略。
業務本来の目的に向かって既存の組織や制度を抜本的に見直し、プロセスの視点で
業務フロー、管理体制、情報システムをデザインし直すという考え方。

BPRの目的 BPR実行により施策立案等の時間を創出することで、市民目線での施策立案機能
の強化やきめ細やかな対応による市民サービスの向上を図る。

目的に向けた
方向性

業務改善によって業務全体の作業時間の削減を図る。
特に、「職員でなくてもできる業務（定型的業務等）の作業時間」の割合を減らし、
「職員でなければできない業務（企画立案等）」に注力できる環境の実現を目指す。



改革工程表



改革工程表（目次）
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１．職員の意識改革
　[1]　職員の意識改革（コンプライアンスの推進）
　[2]　職員行動基準の作成・運用
　[3]　職員の自己研鑽機会の提供
　[4]　来庁者アンケートの実施
　[5]　事務処理誤り等の公表のあり方の見直し

２．ＤＸ推進
　[6]　ネットワークインフラの整備
　[7]　ペーパーレス化の推進　
　[8]　テレワークの推進
　[9]　電子決裁機能を備えた文書管理システムの導入
　
３．ＢＰＲの推進
　[10]　仕事の進め方改革の推進
　[11]　業務マニュアルの効果的な管理・引継ぎ
　[12]　内部統制制度の取組の推進
　[13]　事務決裁規程の見直し
　[14]　財務・会計事務の効率化

　[15]　契約事務の適正化
　[16]　業務推進員制度のあり方検討
　[17]　組織構造の簡素化の検討
　[18]　会議開催・運営ルールの見直し
　[19]　オンライン研修・動画配信研修の実施
　[20]　財政ヒアリング等のオンライン活用
　[21]　庁内照会のあり方の検討
　[22]　公用車予約システムの検討
　[23]　債権管理の一元化
　[24]　給食調理等業務委託の円滑な実施
　[25]　維持管理業務の効率化
　
４．職場環境改革
　[26]　フリーアドレス及び
　　　　　電話のモバイル化の試験導入

５．ワークライフバランスの推進
　[27]　職員の多様な働き方の支援



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59


